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第１章 経営戦略策定の趣旨 

 

 本市の公共下水道事業は、生活排水の処理による生活環境の改善や、河川等の公共用

水域の水質保全に努めることで安全かつ快適な市民生活の実現をはかるため、昭和４９

年度（１９７４年）から事業に着手し、管渠や処理場等の施設整備を進め、昭和５７年

（１９８２年）３月から一部供用を開始しています。現在、公共下水道による市街地の

整備はほぼ充足しており、維持管理と施設の更新が主なものとなっています。 

その一方で、人口減少等に伴う下水道使用料収入の減収や、施設・設備の老朽化に伴

う改築・更新経費の増大等により、下水道事業の運営は今後さらに厳しさが増していく

と考えられます。 

この経営戦略は、経営環境の変化に適切に対応し、市民に安全で快適な下水道サービ

スを持続的・安定的に提供していくための指針として策定するものです。 

 

 

１ 経営戦略の位置づけ 

厳しい経営環境の下、持続的にサービス提供を行うためには、経営等の的確な現状把

握を行うとともに、中長期的視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底した効率化、

経営健全化を行うことが必要であり、国からは、全国の公営企業に対して「経営戦略」

を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むことが求められていま

す。 

 この人吉市下水道事業経営戦略（以下「経営戦略」という。）は、本市下水道事業の

現状を踏まえ、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基

本計画として策定しました。 

 

 

２ 計画期間 

 この経営戦略の計画期間は、令和２年度から令和１１年度までの１０年間とします。 
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第２章 公共下水道事業の現状と課題 

 

１ 下水道の役割 

下水道は、市民生活で使われた水(汚水)を『きれいな水』にして、自然の『水の循環』

に返すという役割を担っています。さらに、「まちに降った雨を川や海に速やかに排水

し、浸水被害を防ぐ」という役割も果たしています。 

 下水道は、私たちの生命、財産を守るとともに自然を守り、ゆとりとうるおいのある

生活を行うために不可欠な施設です。 

 

●きれいなまち、さわやかなまち ～周辺環境と生活環境の改善～ 

                          

●安全なまち ～浸水の防除～ 

                        

 

 

●うつくしい自然 ～公共用水域の水質保全～ 

                        

  

 日常生活により、使われた水（汚水）が住宅のま

わりにたまると、悪臭や蚊、ハエなどが発生し、伝

染病の原因にもなります。この汚水を下水道によ

り、すみやかに排除することで清潔で快適な環境を

つくります。 

 都市化の発展により、緑地や農地、空き地等が減

少し、雨水が地面にしみこむ量は、減ってきている

ため、地表に流れ出る雨水の量が一時的に増えて、

浸水被害をおこすこともあります。下水道は、道路

や住宅地に降る雨水を速やかに排除することで、浸

水被害からまちを守っています。 

 下水道は、本来、人間が汚した水を自らの手

でもとに戻すための施設です。また、汚濁物質

が公共用水域にそのまま排出されることを防ぐ

最後の砦としての役目を担っています。 
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２ 下水道普及状況と水洗化率 

 本市の平成３０年度末の下水道普及率(※１)は、７４．７％です。 

全国平均（７９．３％）より低いものの、県平均（６８．５％）と比較すると高い水

準にあります。今後も下水道整備は行いますが、維持管理が主体となり、普及率につい

て大きな変化はない見込みです。 

 また、平成３０年度末の下水道処理区域内人口(※２)は２４，１２３人、そのうち水洗

化済人口は２２，０２４人で、水洗化率(※３)は９１．３％となっています。 

平成３０年度実績では、人口規模などが近い類似団体(※4)平均より良好な状況です。 

本市では、水洗化率向上に向けて、下水道未接続世帯の自宅訪問や広報活動など様々

な取組を行っています。 

 

人吉市公共下水道の人口普及率と水洗化率の推移 

 

 

※１ 下水道普及率：下水道処理区域内人口÷市の総人口 

 

※２ 下水道処理区域内人口：下水道が使えるようになった区域内における人口  

 

※３ 水洗化済人口：下水道処理区域内人口のうち下水道接続済人口 

 

※４ 類似団体：処理区域内人口：3 万人未満、処理区域内人口密度：25 人/ha 以上 

50 人/ha 未満、供用開始後年数：30 年以上 
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３ 有収水量 

  有収水量(※１)については、平成１７年度までは整備に伴う水洗化人口の伸びととも

に増加していましたが、その後は減少傾向にあります。 

  これは人口減少や、節水意識の高まり、節水型設備の普及等の影響によるものと考

えられ、今後も同様の減少傾向が続くことが見込まれます。 

 

有収水量（昭和５７年度～平成３０年度実績） 

 

 ※１「有収水量」とは、終末処理場で処理した汚水のうち、下水道使用料徴収の対象となる水量。 

 

４ 下水道施設の状況 

汚水施設としては、終末処理場である人吉浄水苑、九日町・矢黒町・中神第一・

麓町の汚水中継ポンプ場、20 か所のマンホールポンプ場があり、雨水施設として

は、宝来町・頭無川の雨水ポンプ場があります。 

 

公共下水道事業施設一覧

施 設 名 人吉浄水苑
九日町汚水

中継ポンプ場
矢黒町汚水

中継ポンプ場
中神第一汚水
中継ポンプ場

麓町汚水
中継ポンプ場

宝来町雨水
ポンプ場

頭無川雨水
ポンプ場

位    置
中神町字城本

1345-１
九日町59-1

矢黒町
1832-1

下原田町
字瓜生田
773-1

麓町1-1 宝来町1-1
温泉町
2531-1

竣　  工
年 月 日

S57.3.20 S56.3.31 S59.3.15 H5.3.29 H6.11.7 S56.3.30 H元.10.23

経過年数 37 38 35 26 24 38 29

標準耐用
年 数 残

13 12 15 24 26 12 21

ポ ン プ
台  　数

 4台  3台  2台 2台 2台 2台 2台

構　　造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

※マンホールポンプ場を除く
※汚水中継ポンプ場は、自然に流すことが困難な場所の汚水を、ポンプで圧送するためのものです。
※雨水ポンプ場は、球磨川が増水し雨水が流れなくなったとき、浸水被害防止のため雨水をポンプで排水するためのものです。

 平成30年度末現在
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多くの施設・設備の老朽化が進んでおり、重要なライフラインとしての役割を果

たすため計画的な改築・修繕等が必要な状況にあります。 

 

   本市の下水道は、汚水と雨水を別々に処理する「分流式下水道」で、平成３０年

度末の汚水管渠の延長は約１６２．７ｋｍ、雨水管渠の延長は約１８．２ｋｍとな

っています。 

                                平成 30 年度末 

汚水管渠延長（ｍ） 雨水管渠延長（ｍ） 管渠総延長 

合 計 (ｍ) 幹線 枝線 小計 幹線 枝線 小計 

72,439.0 90,273.3 162,712.3 10,245.3 7,911.2 18,156.5 180,868.8 

   管渠の標準耐用年数は５０年で、本市の管渠整備は昭和４９年度から開始してい

るため、平成３０年度末で最も古い管渠は４４年経過しています。 

耐用年数を超えている管渠はありませんが、今後の老朽化に伴う大量更新に対応

していく必要があります。 

 

５ 組織の沿革 

・平成１６年度まで市長部局の建設部下水道課 

・平成１７年度の組織機構改革で上水道部門と統合され、水道局業務課と水道局 

施設課になる。 

   ・平成２１年度の組織機構改革で水道局上水道課と下水道課になる。 

・平成２７年度から地方公営企業法を全部適用した地方公営企業（※1）となり、現在

に至る。 

  ・令和元年度職員数：１０名（正職員９名、再任用職員１名） 

※うち損益勘定所属職員５名、資本勘定所属職員３名、一般会計所属職員２名 

 

６ 民間活用の状況 

  下水道施設の維持管理業務は、供用開始以来、仕様発注による民間委託を実施して 

きました。平成２０年度からは、終末処理場、汚水中継ポンプ場、雨水ポンプ場、マ 

ンホールポンプ場の運転管理に包括的民間委託（※２）を導入しました。また、下水道使 

用料の賦課徴収事務については、上水道部門を通じて民間委託を予定しています。 

 

※１ 地方公営企業  ： 企業としての経済性を発揮するとともに、その本来の目的である住民の福祉の増進

を図るために、地方公共団体により経営される企業。 

※２ 包括的民間委託 ： 複数年契約と、性能発注方式（施設管理等に一定の性能確保を条件として課しつつ

運転方法の詳細については民間に任せる方式で、民間事業者の自己責任と自由裁量

権を大幅に拡大。）を柱とした民間委託 
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７ 経営の状況 

（１）下水道使用料 

   本市の下水道使用料は、消費税率改定に伴い令和元年１０月から以下の使用料体

系になっています。 

一般家庭（４人程度）の２０㎥あたりの月額使用料は３，８５０円です。 

 

 下水道使用料体系表 

 

 

下水道使用料早見表

 

 

汚　水　量 料　　金 汚　水　量 料　　金

 10立方メートルを超え  20立方メートルまでの部分 220.0円

 20立方メートルを超え  30立方メートルまでの部分 242.0円

 30立方メートルを超え  50立方メートルまでの部分 269.5円

 50立方メートルを超え 100立方メートルまでの部分 291.5円

 100立方メートルを超える部分 302.5円

 備　 考 1　一般汚水とは、浴場業汚水以外のものをいいます。

（令和元年6月26日条例改正／令和元年10月分から適用　消費税10％込)

種　　別
基　本　料　金 超過料金 （1立方メートルにつき）

2　浴場業汚水とは、公衆浴場法（昭和23年法律第139号）による許可を受けた浴場または
 温泉法（昭和23年法律第125号）に規定する温泉を利用する浴場 から排出される汚水を
 いいます。

一般汚水
10立方メートル

まで
1,650.0円

浴場業汚水 1立方メートルまでごとに 33.0円

使用水量
 （ｍ3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1,650 1,870 2,090 2,310 2,530 2,750 2,970 3,190 3,410 3,630

20 3,850 4,092 4,334 4,576 4,818 5,060 5,302 5,544 5,786 6,028

30 6,270 6,539 6,809 7,078 7,348 7,617 7,887 8,156 8,426 8,695

40 8,965 9,234 9,504 9,773 10,043 10,312 10,582 10,851 11,121 11,390

50 11,660 11,951 12,243 12,534 12,826 13,117 13,409 13,700 13,992 14,283

60 14,575 14,866 15,158 15,449 15,741 16,032 16,324 16,615 16,907 17,198

70 17,490 17,781 18,073 18,364 18,656 18,947 19,239 19,530 19,822 20,113

80 20,405 20,696 20,988 21,279 21,571 21,862 22,154 22,445 22,737 23,028

90 23,320 23,611 23,903 24,194 24,486 24,777 25,069 25,360 25,652 25,943

100 26,235 26,537 26,840 27,142 27,445 27,747 28,050 28,352 28,655 28,957

(単位：円）
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下水道使用料収入実績                    （単位：千円） 

年度 金  額（税抜） 備  考 

２７ ６２９，９２０ 
※今後は人口減少等に伴う使用料収入の低下を 

見込んでおり、収支のバランスに注意していく 

必要があります。 

２８ ６２１，６８６ 

２９ ６２１，９７６ 

３０ ６１５，６７１ 

 

（２）一般会計繰入金 

   公共下水道事業は、市の一般会計からの繰入金があります。その繰入金には、国

の基準に基づき市が負担すべき基準内繰入金のほか、下水道事業経営安定のための

基準外繰入金があります。平成３０年度決算額は１億９，０００万円で、そのうち

経営基盤安定のための基準外繰入金は４，８７２万１，０００円となっています。 

  一般会計繰入金                                              （単位：千円） 

年度 基準内繰入金 基準外繰入金 合  計 

２７ １１６，６９２ ７３，３０８ １９０，０００ 

２８ １１５，７５３ ９６，４２２ ２１２，１７５ 

２９ １０５，５９１ １２６，６５６ ２３２，２４７ 

３０ １４１，２７９ ４８，７２１ １９０，０００ 

 ※平成２８・２９年度は職員退職金の一般会計負担分あり 

 

（３）地方債残高の推移 

  建設改良事業費の借入のための地方債の残高は、借り換えや返済終了などにより

年々減少しています。平成３０年度末では４３億７，３７８万１，０００円となっ

ており、本計画では令和１１年度末には約２３億２００万円まで減少を見込んでい

ます。（一般会計繰入金が、毎年１億９，０００万円の場合） 

公共下水道事業 地方債残高の推移（令和元年度以降は見込） 
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（４）経営指標分析 

 経営指標とは、経営及び施設の状況をあらわす指標であり、経年比較や類似団体

との比較を行うことにより、経営の現状及び課題を的確に把握することできます。

本経営戦略では、経営指標を分析し、評価を行っていきます。評価については、次

の３段階とします。 

 

〇 現状では課題は特に見当たらない。 

△  現状では悪化していないが、今後課題となりうる。 

×  現状で悪化しているため、改善への取組みを進める必要がある。 

 

※類似団体平均は、総務省による分類 

（処理区域内人口：3 万人未満、処理区域内人口密度：25 人/ha 以上 50 人/ha 未満、供用開始後年数：30 年以上） 

経常収支比率（％） 評価：〇 

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

１０６．６７ 

（１０５．９８） 

１０９．０３ 

（１０５．５３） 

１０７．１６ 

（１０５．０６） 

指標の説明 
下水道使用料などで、維持管理費等をどの程度賄えているかを表す指標で、

単年度収支が黒字の１００％以上となっていることが必要です。 

計算式 
 

コメント 
本市では、近年１００％以上で推移しています。今後も適切な財源の確保と

経費削減に努めていきます。 

流動比率（％） 評価：×  

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

５７．５１ 

（８８．１２） 

５１．２０ 

（８１．３３） 

６６．０８ 

（８０．８１） 

指標の説明 １年以内の現金化可能資産と支払負債を比較し、支払能力を見るものです。 

計算式 

  

コメント 

これまで行ってきた建設改良事業の借入金返済額が大きく、低い比率になっ

ています。今後は年々改善に向かい、令和５年度からは１００％を超える見込

みです。 

経常収益 

経常費用
×100
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企業債残高対事業規模率（％） 評価：〇 

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

８１５．２０ 

（７１６．９６） 

７５５．８８ 

（７９９．１１） 

７０９．６７ 

（７６８．６２） 

指標の説明 企業債残高の規模を表す指標で、下水道使用料に対する企業債残高割合です。 

計算式 
 

コメント 
年々比率は改善しています。施設等の大規模改築・更新を控え、将来世代の

過度な負担とならないよう適切な借入に努めます。 

経費回収率（％） 評価：△ 

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

９６．５６ 

（８８．０９） 

９０．４０ 

（８７．６９） 

９８．９４ 

（８８．０６） 

指標の説明 
下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを示す 

指標です。 

計算式 
 

コメント 
経費回収率は１００％をやや下回っています。下水道使用料は今後減収が見

込まれるため、経営の効率化と経費削減に努めます。 

汚水処理原価（円） 評価：× 

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

２１２．７１ 

（１８１．８０） 

２２７．４５ 

（１８０．０７） 

２０８．８１ 

（１７９．３２） 

指標の説明 有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用です。 

計算式 
 

コメント 
これまでの投資で、減価償却費と企業債利息が大きいことが高い原因です。

投資の効率化や経費の削減により改善を進めていきます。 
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施設利用率（％） 評価：△ 

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

７６．７１ 

（５９．３５） 

７６．６５ 

（５８．４０） 

７６．８７ 

（５８．００） 

指標の説明 
施設・設備の能力に対する１日平均処理水量の割合で、一般的には高い数値

が望まれます。 

計算式 
 

コメント 
ここ数年横ばいの状況です。管渠の老朽化による雨水の流入等の影響等も考

慮し、管渠の状況調査や更新を進めていきます。 

水洗化率（％） 評価：〇 

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

９０．８５ 

（８９．８８） 

９０．８７ 

（８９．６８） 

９１．３０ 

（８９．７９） 

指標の説明 下水道区域内人口のうち、水洗化済人口の割合です。 

計算式 
 

コメント 
水洗化率はここ数年微増の状況です。今後も水洗化率１００％を目指した水

洗化推進活動を継続して行っていきます。 

有形固定資産減価償却率（％） 評価：△ 

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

９．０３ 

（２７．１２） 

１３．０７ 

（２９．５０） 

１６．６２ 

（３０．６０） 

指標の説明 施設の減価償却の状況により、資産の老朽化の度合いを示すものです。 

計算式 
 

コメント 
老朽化が進んだ資産が、財源確保や経営に与える影響等を踏まえて、計画的

に更新していきます。 
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管渠老朽化率（％） 評価：△ 

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

０．００ 

（１．９３） 

０．００ 

（１．９２） 

０．００ 

（１．８３） 

指標の説明 法定耐用年数を超えた管渠の割合を示した指標です。 

計算式 
 

コメント 

耐用年数の５０年を超えている管渠はありませんが、供用開始から４０年近

く経過しており、今後の更新時期には多額の費用が発生します。既設管を利用

した経済的・計画的管更生工法等で長寿命化をはかります。 

管渠改善率（％） 評価：△ 

人吉市実績 

（ ）は類似団体平均 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

０．００ 

（０．１９） 

０．００ 

（０．２３） 

０．００ 

（０．２１） 

指標の説明 当該年度に更新した管渠延長の割合です。 

計算式 
 

コメント 
供用開始から４０年近く経過しており、今後計画的な管渠改善を行っていき

ます。 
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第３章 経営の基本方針 

 

公共下水道事業は、生活排水の処理による生活環境の改善や、河川等の公共用水域の

水質保全並びに浸水対策に努めることで、安心・安全かつ快適な市民生活の実現をはか

る重要な役割を果たしています。このことから、「持続可能な下水道事業」を基本方針

として事業運営を行っていきます。 

 

 

【基本方針】  持続可能な下水道事業 

基本施策 目  標 

施設・設備の計画的な改築・更新 

 

老朽化が著しい施設の優先順位付けと事業費の

平準化を行ったうえで、計画的な改築・更新を行

います。 

 

施設の適正な維持管理 

 

快適な市民生活と環境を守る汚水施設と、大雨・

洪水被害から市民の生命・財産を守る雨水施設の

適切な維持管理を行います。 

 

安定経営の持続 

 

将来にわたって安定的に事業を継続するため、

下水道使用料収入をはじめとした財源の確保や経

費削減に努め、財政基盤の強化を図ります。 
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第４章 投資・財政計画 

 

１ 下水道施設長寿命化事業 

本市の公共下水道事業は、供用開始から３０数年が経過しており、施設・設備の老朽

化が著しい状況にあります。市民生活の良好な環境を守り、社会経済活動を支える重要

なライフラインとしての役割を果たすため、計画期間中の計画的な下水道施設の改築・

更新が必要となります。 

 

（１）処理場、ポンプ場の改築・更新  

標準耐用年数で改築・更新した場合、単年度で膨大な費用が必要となり、本市の財政

を多大に圧迫することから、リスク評価による改築優先順位を設定し、改築費用の平準

化をはかる必要があります。 

そのため、リスク評価を行った結果を網羅した「ストックマネジメント計画」(※１)を

基に施設の調査、診断を行い、次の２通りに分類し改築・更新を実施します。 

 

・予防保全 （処理機能への影響が大きく、予防保全的に改築を進めていく設備） 

・事後保全 （処理機能への影響度が少なく、故障した後に更新する設備） 

 

整備により延命を図る場合と、機器等の改築・更新する場合のライフサイクルコス

ト(※2)を、ダウンサイジング(※３)や省エネ機器の導入なども含めて比較検討し、機器等

の改築・更新を行います。 

 

（２）管渠の整備・更新  

本市においては、昭和４９年（１９７４年）から管渠整備を開始していることから、

今後管渠の老朽化が急激に進行し、膨大な更新費用が必要となってきます。そこで、「ス

トックマネジメント計画」に基づき、整備時期が古い区域から調査を実施します。その

結果に基づいて、既設管を有効に活用した管更生工法等により経済的、計画的に長寿命

化を図っていきます。 

また、公共下水道未普及地区への整備を行い、下水道普及率の向上に努めていきます。 

   

 

  

※1 ストックマネジメント：長期的な視点で、下水道施設全体の今後の老朽化進展状況を考慮し、リスク

評価等による優先順位付けを行い、最適な施設管理、施設更新を行うもの。 

※2 ライフサイクルコスト：建物建設などの準備や使用から、最後の解体までかかるすべての費用。 

※3 ダウンサイジング  ：効率化を目的として、設備などの規模を縮小すること。 
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（３）下水道施設改築更新計画 

今後の膨大な改築・更新の単年度の事業量のピークを抑え、予算平準化を図り、以下

のとおり投資計画を策定しました。 

 

下水道施設改築更新計画（令和２～１１年度） 

                                （単位：百万円） 

 

◆期間中の事業費は３７億７，０６０万円を見込んでいます。 

  

施 設 名 等 内    容 期  間 事 業 費 

人吉浄水苑 
第３期改築更新・耐震化・機械電気 

設備工事 
令和２～１１年度 １，８３５．２ 

宝来町 

雨水ポンプ場 
改築更新・耐震化・機械電気設備工事 令和２～  ４年度 ７８５．７ 

頭無川 

雨水ポンプ場 
改築更新・耐震化・機械電気設備工事 令和８～１１年度 ４０１．７ 

麓町 

汚水中継ポンプ場 
改築更新・耐震化 令和９～１０年度 ６０．０ 

中神第一 

汚水中継ポンプ場 

城本地区公共 

下水道整備工事 
実施設計・管路整備工事 令和２～  ５年度 １４７．０ 

汚水管渠更生 実施設計・汚水管渠取替・更生工事 
令和２～６、 

１０～１１年度 
２７４．０ 

マンホール蓋取替 マンホール蓋取替 令和２～  ５年度 ６０．０ 

汚水桝設置・修繕 汚水桝設置及び修繕 令和２～１１年度 １１０．０ 

維持補修業務委託 汚水・施設の維持補修 令和２～１１年度 ５６．０ 

ストック 

マネジメント計画 
施設・汚水管路・雨水管路 令和６～１１年度 ４１．０ 

合      計 ３，７７０．６ 
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年度別事業費 

 

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託、マンホール蓋取替工事 33.0

城本地区公共下水道整備 27.0

宝来町雨水ポンプ場耐震・実施設計 26.7

人吉浄水苑耐震・実施設計 25.5

汚水管渠更生実施設計 19.0

宝来町雨水ポンプ場機械電気設備工事 281.9

汚水管渠取替更生工事 130.0

城本地区管路整備工事 40.0

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託、マンホール蓋取替工事 37.0

宝来町雨水ポンプ場改築更新・耐震化・機械電気設備工事 477.1

人吉浄水苑機械電機設備工事・耐震診断 159.7

城本地区管路整備工事 40.0

汚水管渠取替更生工事 30.0

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託、マンホール蓋取替工事 27.0

人吉浄水苑改築更新・機械電機設備工事・実施設計 463.9

城本地区管路整備工事 40.0

汚水管渠更生工事 30.0

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託、マンホール蓋取替工事 27.0

人吉浄水苑改築更新・機械電機設備工事 293.9

汚水管渠更生工事 30.0

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託 17.0

ストックマネジメント計画（施設） 15.0

人吉浄水苑機械電機設備工事 179.3

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託 17.0

人吉浄水苑改築更新・機械電機設備工事 224.1

頭無川雨水ポンプ場耐震診断 25.0

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託 17.0

ストックマネジメント計画（汚水管路） 10.0

人吉浄水苑改築更新・機械電機設備工事 183.6

麓町・中神町汚水中継ポンプ場耐震診断 30.0

頭無川雨水ポンプ場実施設計 26.7

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託 17.0

ストックマネジメント計画（汚水・雨水管路） 12.0

人吉浄水苑改築更新・機械電機設備工事 197.0

頭無川雨水ポンプ場機械電気設備工事 150.0

麓町・中神町汚水中継ポンプ場実施設計 30.0

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託 17.0

汚水管渠実施設計 5.0

ストックマネジメント計画（雨水管路） 2.0

頭無川雨水ポンプ場改築・機械電気設備工事 200.0

人吉浄水苑改築更新・機械電機設備工事 108.2

汚水管渠更生工事 30.0

汚水桝設置及び修繕工事、維持補修業務委託 17.0

ストックマネジメント計画（雨水管路） 2.0

令和１０年度 401.0

令和１１年度 357.2

令和７年度 196.3

令和８年度 276.1

令和９年度 269.3

令和６年度 355.9

年　　度

令和２年度 131.2

令和３年度 488.9

事 業 費

（単位：百万円）

事    業    内    容

令和４年度 733.8

令和５年度 560.9
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２ 投資・財政計画（収支計画）  １８～１９ページ 

 

３ 収支計画のうち財源についての説明 

【下水道使用料収入】  

計画期間中の処理区域内人口は、市の人口の将来展望を示す「人口ビジョン」（平成

27 年 10 月策定）に基づき、年々減少を見込んでいます。 

下水道使用料収入も、令和２年度の約６億４８０万円から年々減少し、令和１１年度

は約５億７，１５２万円になることを見込んでいます。 

 

〇下水道使用料収入見込（現行料金体系の場合）  

 

 

【一般会計繰入金】 

市の一般会計から公共下水道事業が受ける一般会計繰入金については、国の基準に基

づき市が負担すべき基準内繰入金と、経営安定のための基準外繰入金があります。 

計画期間中は、合計して毎年 1 億９，０００万円の一般会計繰入金を見込んでいま

すが、一般会計の財政状況も非常に厳しいことから、公営企業の基本である独立採算の

考え方の徹底が必要になります。 

 

【長期前受金戻入】 

国の補助事業等で建設した施設などの減価償却分が収益になるもので、現金の動きは

ありません。計画期間内は、約 2 億６，０００万円～３億６００万円で推移する見込み

です。 
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【国庫補助金】 

国からの補助金は、建設改良事業費の２分の１を見込んでいます。計画期間内の工事 

費等の増減により、約５，７１０万円から３億６，５１０万円までの幅があります。 

 

【企業債】 

企業債（建設改良費支払いのための借入金）については、工事請負費から補助金を差 

し引いた残額について新規借入を行う予定です。計画期間内の工事等の増減により、約

３，７００万円から３億４，６００万円までの幅があります。 

 

【一般会計負担金】 

  資本的支出の雨水処理改良工事費は、市の一般会計が事業費を負担するものです。 

 

４ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 ① 職員給与費は市の制度に準じた運用を行っており、平成３０年度の決算額から人

事院勧告相当額として毎年０．１６％程度の増加を見込んで、収支計画を策定して

おりますが、職員給与費の削減について検討を進めていきます。 

 ② 動力費、修繕料、材料費については、過去５年間の平均額を見込んでいますが、

今後の機械・設備等の改築更新効果による動力費などの経費削減が期待されます。 

 ③ 委託料は、今後の包括的民間委託を含めた各種業務委託料の見込額です。 

 ④ その他の経費は、平成３０年度実績に毎年の物価上昇率を０．７％見込んで算出

しています。 

 ⑤ 減価償却費は、既存分と新規事業にかかる資産増加分から算出しています。 

 ⑥ 営業外費用については、現在の支払利息と、今後の借入金の償還計画による利息

を計上しています。 

  

５ その他の取組 

① 人口減少等により、有収水量、使用料収入ともに年々減少していくことを想定し 

ており、使用料改定の必要性について継続した調査・研究を進めていきます。 

② 普及率・水洗化率の向上のため、市ホームページや広報紙の活用、下水道接続促

進のための戸別訪問等を実施していきます。 

③ 余剰ガス有効利用として検討している民間事業によるガス発電施設導入など、資

産活用等による収入増加策のさらなる研究・検討を進めます。 

④  下水道施設の維持管理業務について、平成２０年度から導入している包括的民間

委託の内容拡大により、適切な施設の維持管理とコスト削減に努めていきます。 

⑤ 各種業務の民間委託等による効率化や経費節減に努めており、今後も委託範囲の

拡大や先進事例の調査・研究を進めていきます。 

⑥ 広域化・共同化については、近隣自治体及び熊本県と連携し、調査・研究を進め 

ていきます。
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- むすび - 

 

令和２年度から令和１１年度までの１０年間の計画期間においては、下水道使用料

や市補助金などの収入と、維持管理費や建設改良工事費などの支出の均衡を保つこと

ができる試算結果となりました。 

 

計画期間中は、「計画策定（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し（Action）」

のサイクルを活用し、計画の進捗状況について随時評価・検証を行い、計画と実績に

大きな違いが出た場合や、前提条件が大幅に変更になった場合は見直しを行っていき

ます。 

 

本計画期間は１０年間ですが、特に１０年後から本格化する下水道管の更新整備に

は、多額の工事費用が見込まれています。 

毎年の純利益を確保しながら繰越利益を蓄え、計画期間終了後の２０年、３０年先

も見据えた財源を確保することで、適切な施設の維持管理や改築・更新を進めていく

必要があります。 

 

地方公営企業として、将来にわたってさらなる経営の効率化を進め、収支の均衡を

はかることで、可能な限り住民負担の増加によらない 「持続可能な下水道事業」

の実現を目指していきます。 

  

 

 

 

 

                                     

下水道マスコットキャラクター 

「スイスイ」 


